
Information
弊社では、各種法令に基づいた精度の
高い分析技術により、室内空気環境中
化学物質および室内化学物質濃度を
測定いたします。

室内空気環境測定

　近年、建築物の新築や改修、大規模修繕などによって「シックハウス症候群」と呼ばれる体調不良が数多
く報告されているため、厚生労働省はホルムアルデヒドなどの１３項目について室内濃度指針値を定めていま
す。住宅の品質確保の促進等に関する法律では、５項目の揮発性有機化合物が住宅
性能評価の１つとなっており、学校保健安全法でも６項目の揮発性有機化合物が検査
項目に定められています。また、建築基準法では、指定化学物質の規制と換気が義務
化されており、健康被害を未然に防ぐために、さまざまな取り組みがなされています。
　弊社では、改築、改修、大規模修繕等の施行前、施行後の室内空気環境測定を実施
しています。ぜひ、ご利用ください。

シックハウス対策に

〒813-0062 福岡市東区松島5-7-6
TEL 092-623-2211  FAX 092-623-2212
佐賀営業所 〒840-0023  佐賀市本庄町袋131-16 TEL 0952-27-0831
長崎営業所 〒852-8002  長崎市弁天町1-21 TEL 095-864-7027
諫早営業所 〒859-0405  諫早市多良見町中里129-9 TEL 0957-28-5031
鹿児島営業所 〒890-0064  鹿児島市鴨池新町6-2 TEL 099-253-2867

厚生労働省登録検査機関（食品衛生法・水道法）

ISO/IEC 17025:2017　認定試験所
認定＃  84364

食品関連検査
食品微生物検査・商品抜取り検査・食品期限設定検査・栄養成分分析・味覚分析・
食物アレルゲン検査・食品添加物検査・残留農薬検査・異物検査 など

衛生関連検査
衛生調査・腸内細菌検査・施設関連の微生物検査・ノロウイルス検査・
ノロウイルスふきとり検査 など

水質関連検査
飲料水検査・ビル管理法水質検査・水道法20条検査・プール水検査・浴槽水検査
濃度計量証明（下水・排水・河川など）・ゴルフ場農薬検査

環境関連検査
ばい煙測定・ダイオキシン類測定・室内空気環境測定・温泉分析・
作業環境測定（ホルムアルデヒド・エチレンオキシド・有機溶剤） など

測定項目

ホルムアルデヒド

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）５項目
①トルエン
②キシレン
③エチルベンゼン
④スチレン
⑤パラジクロロベンゼン

採取・分析方法
DNPHパッシブガスチューブ
高速液体クロマトグラフ分析法

パッシブガスチューブ
ガスクロマトグラフ質量分析法

１検体/25,000円※1

検査料金（税別）

7営業日※2

納期

※1　検体採取などは、弊社担当者が現場に出向き採取致します。上記価格には作業料も含まれます。
※2　結果報告は、弊社受付より7営業日の報告となります。

測定は、厚生労働省の定める標準的な測定方法と相関の高い濃度測定方法（パッシブ型測定法）で実施します。

◆シックハウス対策に関する各種法制度等

学校、幼稚園
自治体
建築業
設計事務所
工務店
内装業
住宅リフォーム業
ビルオーナー
ビル管理業

学校保健安全法
学校環境衛生基準

建築基準法
品質確保促進法

建築物衛生法
（ビル管理法）

文部科学省

国土交通省

厚生労働省

［関連法令等］ ［関連する業種］

ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
パラジクロロベンゼン

揮発性有機化合物 室内濃度指針値
100μg/m3（0.08ppm）
260μg/m3（0.07ppm）
200μg/m3（0.05ppm）
3800μg/m3（0.88ppm）
220μg/m3（0.05ppm）
240μg/m3（0.04ppm）

［測定項目及び指針値］

◆測定項目
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